
４

【
入
園
料
】
２
０
０
円

　
　
（
15
歳
以
上
　
※
中
学
生
を
除
く
）

　
町
民
の
方
は
、
町
民
カ
レ
ン
ダ
ー
に
付

い
て
い
る
町
民
入
園
券
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

２
月
11
日（
土
） 

10
時
〜
15
時

『　

  　

  　

』

（
雨
天
の
場
合
２
月
12
日（
日
）同
時
刻
に
延
期
）

　
●  

プ
ラ
ン
タ
ー
ア
ー
ト
（
参
加
無
料
）

　
●  

自
然
ア
ー
ト
（
有
料
）

※
自
然
ア
ー
ト
（
有
料
）
は
、
２
月
25
日
・

３
月
11
日
に
も
開
催
し
ま
す
。

２
月
25
日（
土
） 

18
時
〜
20
時
30
分

『　

  　

  　

』

　
（
雨
天
の
場
合
３
月
４
日（
土
）同
時
刻
に
延
期
）

　
●  

キ
ャ
ン
ド
ル

　
●  

飲
食
コ
ー
ナ
ー
（
有
料
）

 

　　　
２
月
17
日
・
24
日
・
３
月
３
日
・
10
日
の
各
金
曜
日

　
参
加
費
５
０
０
円
（
申
込
制
）

　
申
込
先
（
社
）
湯
河
原
温
泉
観
光
協
会

　
　
　
　
　
☎
（
64
）
１
２
３
４

　　　
２
月
25
日（
土
）〜
３
月
12
日（
日
）

　
　
18
時
〜
21
時

　　　
毎
週
日
曜
日
　
13
時
30
分
〜
14
時
30
分

　
幕
山
公
園
内
「
民
話
の
館
」

　　　
２
月
12
日
・
19
日
・
26
日
・
３
月
５
日
の
各
日
曜
日

　
10
時
〜
14
時
　
（
有
料
）
３
０
０
円

※
　
公
園
内
に
は
、
食
事
処
・
飲
み

処
・
名
産
、
特
産
品
の
売
店
も
あ

り
ま
す
。

　
　
交
通
渋
滞
緩
和
の
た
め
、
梅
林

に
お
出
か
け
の
際
に
は
な
る
べ
く

臨
時
バ
ス
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
　
な
お
、
町
民
の
方
が
平
日
に
駐

車
場
を
利
用
す
る
場
合
は
、
町
民

証
を
提
示
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、

駐
車
料
金
が
割
引
き
と
な
り
ま
す
。

　
湯
河
原
梅
林
は
、平
成
18

年
の
「
梅
の
宴
」
開
催
期
間

か
ら
梅
林
の
整
備
育
成
の

た
め
入
園
料
を
お
支
払
い

い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。入
園
料
は
、「
15
歳
以

上（
中
学
生
を
除
く
。）で
１

人
１
回
に
つ
き
２
０
０
円
」

と
な
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、町
民
と
町
内
の

宿
泊
施
設
に
つ
き
ま
し
て
は
、

次
の
と
お
り
取
り
扱
い
ま
す
。

○
町
民
の
方

　
町
民
カ
レ
ン
ダ
ー
に
付

い
て
い
る
「
湯
河
原
梅
林

町
民
入
園
券
」
で
１
枚
に

つ
き
１
人
１
回
入
園
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。（
町
民

証
で
の
入
園
は
で
き
ま
せ

ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。）

○
町
内
の
宿
泊
施
設
に
宿

泊
さ
れ
る
方

　
町
内
の
宿
泊
施
設
に
宿

泊
さ
れ
る
方
は
、「
湯
河
原

梅
林
宿
泊
者
入
園
券
」で
入

園
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
詳
し
く
は
農
林
水
産
課

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

農
林
水
産
課

内
線
７
３
１
〜
７
３
５

1月28日（土）～3月19日（日）

ひ  

と  

よ

び  

よ  

り

お
知
ら
せ

観光課　内線713

　「梅」という共通の資源を通して友好関係を築いた全国10市3町が一堂に集い、「全国梅
サミット」が、湯河原梅林を会場に開催されます。
　梅を生かした観光や関連産業の発展等についての意見交換・情報交換の場として開催して
いるサミットですが、今回は加盟市町による「災害時相互応援協定」を締結します。
　全国の梅の名産品の展示や素敵なプレゼントもありますので、ぜひ、足をお運びください。

【日時】2月23日（木）　14：00～
【会場】湯河原梅林内舞台及び駐車場

「災害時相互応援協定」とは……
　地震等の災害により被災した加盟市町を相互に支援するもので、大規模な
災害が発生し、被災市町独自では十分な対応措置ができない場合に、遠隔地
の市町からの支援を迅速に受けられるよう、全国梅サミット協議会加盟市町
が相互に連携して応援しようとするものです。

　今回加盟市町が相互に行う応援の内容は、次の5つの項目です。
　食糧、飲料水及び生活必需品物資の供給並びにその供給に必要な資機材の提供
　被災者の救助、医療救護及び防疫に必要な資機材及び物資の提供
　救援及び救助活動に必要な車両等の提供
　応急対策及び復旧活動に必要な職員の派遣
　上記のほか、応急対策及び復旧活動に必要と認められること

　　≪災害時相互応援協定に関する内容は、
　　　防災課（内線271）までお問い合わせください。≫


